
外国人市民施策調整会議設置要綱           
 

（設 置） 
第１条 本市における外国人市民施策の総合的かつ効果的な推進を図るため外

国人市民施策調整会議（以下「調整会議」という）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。 
（１）外国人市民施策に関する総合的な連絡調整に関すること。 
（２）その他、外国人市民施策の円滑な推進に必要な事項。 
（組 織） 

第３条 調整会議は、別表に掲げる役職にある職員（以下「構成員」という）

をもって組織する。 
（運 営） 

第４条 市長室長は、調整会議の会務を総括する。 
２ 市長室長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に調整会議への

出席を求めることができる。 
（庶 務） 

第５条 調整会議の庶務は、市長室秘書課が行う。 
（雑 則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し、必要な事項は

市長室長が定める。 
 

付 則 
この要綱は、平成１０年９月２９日から実施する。 

付 則 
この要綱は、平成１３年４月１日から実施する。 

付 則 
この要綱は、平成１４年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成１６年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成１７年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

付 則 
この要綱は、平成１８年１０月１日から実施する。 



付 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

 付 則 
この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 
 付 則 
この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

付 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

付 則 
この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

付 則 
この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

付 則 
この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 
 



 
別 表 

所 属 局 名 構 成 員 
政策局 市長室長 
 政策総務課長 

秘書課長 
市民相談課長 

総務局 総務課長 
地域防災支援課長 
研修厚生課長 

市民局 市民総務課長 
市民協働推進課長 
人権平和推進課長 
人権教育推進課長 
男女共同参画推進課長 

産業文化局 産業文化総務課長 
労政課長 

健康福祉局 福祉総務課長 
地域保健課長 

こども支援局 子供支援総務課長 
環境局 環境総務課長 
都市局 都市総務課長 
土木局 土木総務課長 
教育委員会 教育総務課長 

学事課長 
学校教育課長 

 
 


